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条 例

次に掲げる条例を公布する。

令和４年10月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区条例第46号

世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例

世田谷区条例第47号

世田谷区議会委員会条例の一部を改正す

る条例

世田谷区議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例

世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例（昭和31年10月世田谷区

条例第41号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項中「委員会に出席したとき」

の次に「（世田谷区議会委員会条例（昭和

40年４月世田谷区条例第28号）第12条の２

第１項に規定するオンラインによる方法を

用いて委員会に参加し、同条第３項の規定

により委員会に出席したとみなされたとき

を除く。）」を加える。

附 則

この条例は、令和４年11月１日から施行

する。

世田谷区議会委員会条例の一部を改

正する条例

世田谷区議会委員会条例（昭和40年４月

世田谷区条例第28号）の一部を次のように

改正する。

第12条の次に次の１条を加える。

（委員会の開会方法の特例）

第12条の２ 委員長は、新型コロナウイル

ス感染症（病原体がベータコロナウイル

ス属のコロナウイルス（令和２年１月に、

中華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが新

たに報告されたものに限る。）である感

染症をいう。）その他の重大な感染症の

まん延又は大規模災害等の発生により委

員が委員会の開会場所に参集することが

困難と認めるときは、映像及び音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しな

がら通話をすることができる方法（以下

「オンラインによる方法」という。）を用

いて参加することを認める委員会を開く

ことができる。ただし、第17条の秘密会

については、この限りでない。

２ オンラインによる方法を用いて委員会

への参加を希望する委員は、あらかじめ

委員長に届け出なければならない。

３ オンラインによる方法を用いて委員会

に参加した委員は、委員会に出席したも

のとみなして、この条例の規定を適用す

る。

４ オンラインによる方法を用いて参加す

ることを認める委員会の開会方法その他

必要な事項は、議長が別に定める。

第18条に次の１項を加える。

２ 第12条の２第２項及び第３項の規定は、

前項の規定により出席を求められた者に

ついて準用する。この場合において、同

条第２項中「委員長」とあるのは、「議

長を経て委員会」と読み替えるものとす

る。

附 則

この条例は、令和４年11月１日から施行

する。

規 則

次に掲げる規則を公布する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第97号

世田谷区特別区税条例施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第98号

世田谷区立区民農園条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第99号

世田谷区子どもの医療費の助成に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第100号

世田谷区歯科技工士法施行細則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第101号

世田谷区会計事務規則の一部を改正する

規則

世田谷区特別区税条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区特別区税条例施行規則（昭和40

年３月世田谷区規則第15号）の一部を次の

ように改正する。

第26条の見出し中「または」を「又は」

に改め、同条第１項を次のように改める。

法第16条の２第１項の規定により徴税

吏員が納付又は納入の委託を受けること

ができる有価証券は、券面金額が納付又

は納入の委託の目的であるその区税に係

る徴収金の合計額を超えないもので、次

に掲げるもののうち最近において取立て

が確実と認められるものとする。

区の指定金融機関が加入している手

形交換所に加入している銀行を支払人

として、法第16条の２第３項に規定す

る金融機関の名称（店舗名を含む。）

を記載した特定線引の小切手であって、

次のいずれかに該当するもの

ア 振出人が納付又は納入の委託をす

る者であるときは、区長を受取人と

するもの

イ 振出人が納付又は納入の委託をす

る者以外の者であるときは、納付又

は納入の委託をする者が区長の取立

てのための裏書をしたもの

区の指定金融機関が加入している手

形交換所に加入している銀行を支払場

所とする約束手形又は為替手形であっ
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て、次のいずれかに該当するもの

ア 約束手形にあっては振出人、為替

手形（自己あて為替手形に限る。）

にあっては支払人が納付又は納入の

委託をする者であるときは、区長を

受取人とし、かつ、指図禁止の文言

の記載のあるもの

イ 約束手形にあっては振出人、為替

手形（引受のあるものに限る。）に

あっては支払人が納付又は納入の委

託をする者以外の者であるときは、

納付又は納入の委託をする者が区長

に取立てのための裏書をしたもの

附 則

この規則は、令和４年11月２日から施行

する。

世田谷区立区民農園条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区立区民農園条例施行規則（平成

６年１月世田谷区規則第６号）の一部を次

のように改正する。

別表第１に次のように加える。

附 則

この規則は、令和５年３月１日から施行

する。

世田谷区子どもの医療費の助成に関

する条例施行規則の一部を改正する

規則

世田谷区子どもの医療費の助成に関する

条例施行規則（平成４年７月世田谷区規則

第80号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

世田谷区子ども等の医療費の助成に

関する条例施行規則

第１条中「世田谷区子どもの医療費の助

成に関する条例」を「世田谷区子ども等の

医療費の助成に関する条例」に改める。

第４条中「子ども」を「子ども等」に、

「ものが」を「者が」に改める。

第８条の見出しを「医療証の交付申請等」

に改め、同条第１項各号列記以外の部分中

「子ども医療費助成制度受給資格認定申請

書」を「子ども等医療費助成制度受給資格

認定申請書」に改め、同項第１号中「子ど

も（乳幼児及び児童をいう。以下同じ。）」

を「当該申請をする者が子ども等」に改め、

同項第２号及び第３号中「子ども」を「子

ども等」に改め、同条第２項及び第３項を

次のように改める。

２ 区長は、条例第５条第１項の規定によ

り申請があった場合において、受給資格

の認定をしたときは、当該申請をした者

に対し、乳幼児については乳幼児医療証

（第３号様式）を交付し、又は子ども等

医療費助成制度受給資格認定通知書（第

３号の２様式。以下「認定通知書」とい

う。）により当該認定の内容を通知し、

児童については子ども医療証（第３号の

３様式）を交付し、又は認定通知書によ

り当該認定の内容を通知し、高校生等に

ついては高校生等医療証（第３号の４様

式）を交付し、又は認定通知書により当

該認定の内容を通知し、受給資格の認定

をしないことを決定したときは、当該申

請をした者に対し、子ども等医療費助成

制度受給資格認定申請却下決定通知書

（第４号様式）によりその旨を通知する。

３ 区長は、保護者がその保護する乳幼児

について前項の規定による乳幼児医療証

の交付又は認定通知書による通知を受け

た場合において、当該乳幼児が６歳に達

する日後の最初の４月１日において児童

に該当し、かつ、当該保護者が引き続き

対象者であるときは、当該保護者に対し

子ども医療証を交付し、又は認定通知書

により受給資格の認定の内容を通知する

ものとする。

第８条に次の１項を加える。

４ 区長は、保護者がその保護する児童に

ついて前２項の規定による子ども医療証

の交付又は認定通知書による通知を受け

た場合において、当該児童が15歳に達す

る日後の最初の４月１日において高校生

等に該当し、かつ、当該保護者が引き続

き対象者であるときは、当該保護者に対

し高校生等医療証を交付し、又は認定通

知書により受給資格の認定の内容を通知

するものとする。

第９条第１項中「次に掲げる」を「次の

各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

定める」に改め、同項ただし書中「超えな

い」を「、高校生等については当該高校生

等が18歳に達する日以後の最初の３月31日

を超えない」に改め、同項第２号中「該当

した日」を「該当するに至った日」に改め、

同条第２項中「子ども」を「子ども等」に、

「該当した日」を「該当するに至った日」

に改め、同条第３項中「前条第３項」を

「区長が前条第３項」に、「より通知」を

「よる通知を」に改め、同条に次の１項を

加える。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、

区長が前条第４項の規定により高校生等

医療証を交付し、又は認定通知書による

通知をしたときは、児童が15歳に達する

日後の最初の４月１日を有効期間の初日

とする。

第10条第１項中「及び子ども医療証」を

「、子ども医療証及び高校生等医療証」に、

「子ども医療費助成制度医療証再交付申請

書」を「子ども等医療費助成制度医療証再

交付申請書」に改める。

第11条中「子ども」を「子ども等」に改

める。

第12条第１項中「子ども医療助成費支給

申請書」を「子ども等医療助成費支給申請

書」に改め、同条第２項ただし書中「子ど

も」を「子ども等」に改め、同条第４項中

「子ども医療助成費支給決定通知書」を

「子ども等医療助成費支給決定通知書」に、

「子ども医療助成費支給申請却下決定通知

書」を「子ども等医療助成費支給申請却下

決定通知書」に改める。

第13条第１項中「子ども医療費助成制度

申請事項変更届」を「子ども等医療費助成

制度申請事項変更届」に、「子ども医療費

助成制度受給資格消滅・辞退届」を「子ど

も等医療費助成制度受給資格消滅・辞退届」

に改める。

第14条第１項中「子ども医療費助成制度

受給資格消滅通知書」を「子ども等医療費

助成制度受給資格消滅通知書」に改める。

第16条中「子ども」を「子ども等」に改

め、同条の次に次の１条を加える。

（高校生等に係る特例）

第16条の２ 条例第13条の２第１項の規定

により高校生等を対象者とする場合にお

ける第８条第１項及び第２項、第11条、

第12条第２項並びに前条の規定の適用に

ついては、第８条第１項各号列記以外の

部分中「第５条第１項」とあるのは「第

13条の２第２項の規定により読み替えて

適用される条例第５条第１項」と、同項

第１号中「子ども等を保護する者」とあ

るのは「対象者」と、同項第２号及び第

３号中「子ども等」とあるのは「当該申

請をする者」と、同条第２項中「第５条

第１項」とあるのは「第13条の２第２項

の規定により読み替えて適用される条例

第５条第１項」と、第11条中「子ども等」

とあるのは「対象者」と、第12条第２項

中「子ども等」とあるのは「対象者」と、

前条中「有効期間、その保護する子ども

等の氏名」とあるのは「有効期間」とす

る。

第１号様式を次のように改める。

様式省略

第３号様式裏面以外の部分を次のように

改める。

様式省略

第３号の２様式中「子ども医療費助成制

度受給資格認定通知書」を「子ども等医療

費助成制度受給資格認定通知書」に、「子

ども医療費助成制度に」を「子ども等医療

費助成制度に」に、「子ども氏名」を「子

ども等氏名」に改める。

第３号の３様式裏面以外の部分を次のよ

うに改める。

様式省略

第３号の３様式の次に次の１様式を加え

る。

様式省略

第４号様式中「子ども医療費助成制度受

給資格認定申請却下決定通知書」を「子ど

も等医療費助成制度受給資格認定申請却下

決定通知書」に、「子ども氏名」を「子ど

も等氏名」に改める。

第５号様式中「子ども医療費助成制度医

療証再交付申請書」を「子ども等医療費助

成制度医療証再交付申請書」に、「子ども

氏名」を「子ども等氏名」に改める。

第６号様式中「子ども医療助成費支給申

請書」を「子ども等医療助成費支給申請書」

に、「子ども医療費助成制度」を「子ども
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「
等医療費助成制度」に改め、 印 を削

」

り、「子ども氏名」を「子ども等氏名」に

改める。

第７号様式中「子ども医療助成費支給決

定通知書」を「子ども等医療助成費支給決

定通知書」に、「子ども氏名」を「子ども

等氏名」に改める。

第８号様式中「子ども医療助成費支給申

請却下決定通知書」を「子ども等医療助成

費支給申請却下決定通知書」に、「子ども

氏名」を「子ども等氏名」に改める。

第９号様式及び第10号様式を次のように

改める。

様式省略

第11号様式中「子ども医療費助成制度受

給資格消滅通知書」を「子ども等医療費助

成制度受給資格消滅通知書」に、「子ども

医療費助成制度の」を「子ども等医療費助

成制度の」に、「子ども氏名」を「子ども

等氏名」に改める。

附 則

１ この規則は、令和５年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。ただ

「
し、第６号様式の改正規定（ 印 を

」

削る部分に限る。）、次項及び第３項の規

定は、公布の日から施行する。

２ 世田谷区子どもの医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例（令和４年

９月世田谷区条例第44号）による改正後

の世田谷区子ども等の医療費の助成に関

する条例（平成４年６月世田谷区条例第

52号）（以下「新条例」という。）第５条

第１項（新条例第13条の２第２項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）

に規定する受給資格の認定に係る申請並

びに同条第２項の規定による認定及び医

療証の交付又は認定の通知は、その者が

施行日に対象者に該当することを条件と

して、施行日前においても、この規則に

よる改正後の世田谷区子ども等の医療費

の助成に関する条例施行規則（以下「新

規則」という。）第８条、第１号様式、

第３号様式、第３号の２様式、第３号の

３様式及び第３号の４様式の例によりす

ることができる。

３ 新規則第８条第２項の規定による受給

資格の認定をしないことを決定した旨の

通知は、施行日前においても、同項及び

第４号様式の例によりすることができる。

４ 施行日の前日において児童を保護する

者で、子ども医療証の交付又は認定通知

書（新規則第８条第２項に規定する認定

通知書をいう。以下同じ。）による通知

を受けているもののうち、施行日におい

て当該児童が高校生等（新条例第２条第

１項第３号に規定する高校生等をいう。

以下同じ。）に該当することによって新

条例による対象者（新条例第３条第１項

に規定する対象者をいう。以下同じ。）

となるものに対する受給資格の認定の通

知は、新規則第９条の規定にかかわらず、

施行日を有効期間（新規則第９条第１項

に規定する有効期間をいう。以下同じ。）

の初日とする高校生等医療証又は認定通

知書により行うものとする。

５ 施行日以後に高校生等を保護する者

（前項に規定する者を除く。）で、新条例

による対象者に該当するもののうち、令

和５年６月30日までに新規則第８条第１

項の規定による申請を行ったものについ

ては、新規則第９条の規定にかかわらず、

有効期間の初日は、当該対象者に該当す

るに至った日とする。

６ 新条例第13条の２第１項の規定により

高校生等を対象者とする場合における前

項の規定の適用については、同項中「高

校生等を保護する者」とあるのは、「対

象者」とする。

７ この規則の施行の際、現にこの規則に

よる改正前の第３号様式、第３号の２様

式及び第３号の３様式の規定により作成

され、交付されている乳幼児医療証、子

ども医療費助成制度受給資格認定通知書

及び子ども医療証は、新規則第３号様式、

第３号の２様式及び第３号の３様式の規

定により作成され、交付されている乳幼

児医療証、子ども等医療費助成制度受給

資格認定通知書及び子ども医療証とみな

す。

８ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式、第５号様式、第６

号様式、第９号様式及び第10号様式の規

定に基づき作成された様式の用紙で現に

残存するものは、当分の間、修正して使

用することができる。

世田谷区歯科技工士法施行細則の一

部を改正する規則

世田谷区歯科技工士法施行細則（平成９

年３月世田谷区規則第63号）の一部を次の

ように改正する。

第１号様式を次のように改める。

様式省略

第２号様式中「（注） 届出の際には、

免許証の本証を提示すること。」を削る。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の世田谷区歯科技工士法施行細則

の規定に基づき作成された様式の用紙で

現に残存するものは、当分の間、修正し

て使用することができる。

世田谷区会計事務規則の一部を改正

する規則

世田谷区会計事務規則（昭和40年３月世

田谷区規則第９号）の一部を次のように改

正する。

第34条第２項中「東京手形交換参加地域

及び横浜手形交換参加地域」を「当該歳入

を収納する出納員又は区の指定金融機関若

しくは収納代理金融機関が加入している手

形交換所の参加地域」に改める。

附 則

この規則は、令和４年11月２日から施行

する。

告 示

◎世田谷区告示第769号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したの

で、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、当該都

市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域上祖師谷・給田地区地区計画

２ 都市計画を定める土地の区域

変更する部分

世田谷区上祖師谷二丁目、上祖

師谷五丁目、上祖師谷六丁目、上

祖師谷七丁目、給田一丁目、給田

二丁目及び給田三丁目各地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区告示第770号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したの

で、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、当該都

市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画高度地区

２ 都市計画を定める土地の区域

削除する部分

第１種高度地区

世田谷区上祖師谷二丁目地内

追加する部分

25ｍ第２種高度地区

世田谷区上祖師谷二丁目地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区告示第771号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したの

で、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、当該都

市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画高度地区

２ 都市計画を定める土地の区域

変更する部分

世田谷区の全域

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区告示第772号

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

令和４年11月21日 （第740号）
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田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第15条第１項の規定により、地区

街づくり計画を変更したので、次のとおり

告示し、当該地区街づくり計画の変更の図

書を公衆の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区街づくり計画の名称

世田谷西部地域上祖師谷・給田地

区地区街づくり計画

２ 地区街づくり計画を変更する土地の

位置及び区域

世田谷区上祖師谷二丁目、上祖師

谷五丁目、上祖師谷六丁目、上祖師

谷七丁目、給田一丁目、給田二丁目

及び給田三丁目各地内

３ 縦覧場所

世田谷区烏山総合支所街づくり課

及び世田谷区都市整備政策部都市計

画課

◎世田谷区告示第773号

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第24条第１項の規定に

より、街づくり誘導地区を指定したので、

同条第３項の規定により、次のとおり告示

する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 街づくり誘導地区の名称

世田谷西部地域上祖師谷・給田地

区補助54号線沿道地区街づくり誘導

地区

２ 街づくり誘導地区を指定する土地の

位置及び区域

世田谷区上祖師谷二丁目地内

３ 街づくり誘導地区を指定する区域に

係る地区街づくり計画の名称

世田谷西部地域上祖師谷・給田地

区地区街づくり計画

４ 街づくり誘導地区において届出をす

べき建築行為等の種類

世田谷区街づくり条例の施行等に

関する規則（平成７年３月世田谷区

規則第38号）第15条第１号、第２号

及び第４号に掲げる建築行為等

５ 街づくり誘導地区において届出をす

べき建築行為等の期間の始期

令和４年11月２日

◎世田谷区告示第774号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｄ335－02

２ 変更の区間

世田谷区玉川田園調布二丁目725

番15の内

３ 変更の区域

延 長 8.00メートル

幅 員 0.35メートル

面 積 2.82平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月３日

◎世田谷区告示第775号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

37－48

２ 変更の区間

世田谷区深沢一丁目５番53の内

３ 変更の区域

延 長 12.63メートル

幅 員 0.04メートル

面 積 0.54平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月３日

◎世田谷区告示第776号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和４年10月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｇ278

２ 廃止する起終点

世田谷区松原一丁目526番６地先

無番から526番６地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年10月３日

◎世田谷区告示第777号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原三丁目951番44の内

３ 変更の区域

延 長 14.32メートル

幅 員 0.55メートルから

0.77メートルまで

面 積 9.81平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月３日

◎世田谷区告示第778号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和４年10月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月3日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区若林三丁目214番３の内

３ 変更の区域

延 長 9.82メートル

幅 員 1.63メートルから

1.64メートルまで

面 積 17.05平方メートル

◎世田谷区告示第779号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区船橋五丁目1113番15の内

３ 変更の区域

延 長 6.23メートル

幅 員 0.10メートルから

0.11メートルまで

面 積 0.67平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月３日

◎世田谷区告示第780号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｄ180－14

２ 変更の区間

世田谷区奥沢三丁目349番１の内

３ 変更の区域

延 長 12.54メートル

幅 員 0.67メートルから

0.68メートルまで

面 積 8.55平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月３日

◎世田谷区告示第781号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の９第１項及び第59条の４第１項の規

令和４年11月21日 （第740号）
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定により指定小児慢性特定疾病医療機関を

指定したので、同法第19条の19第１号及び

第59条の４第１項の規定により別紙のとお

り告示する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第782号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の14及び第59条の４第１項の規定によ

る指定事項の変更の届出があったので、同

法第19条の19第２号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第783号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の15の規定による指定小児慢性特定疾

病医療機関の指定の辞退があったので、同

法第19条の19第３号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第784号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年10月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2898号

２ 指定年月日 令和４年10月３日

３ 指定の位置 世田谷区上用賀四丁目

149番１の一部、149番

２の一部及び150番１

の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 18.64メートル

６ 申請者氏名 金子 勝治

◎世田谷区告示第785号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上北沢三丁目870番２の

内

３ 変更の区域

延 長 10.00メートル

幅 員 0.24メートルから

0.38メートルまで

面 積 3.14平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月４日

◎世田谷区告示第786号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜新町一丁目443番23の

内

３ 変更の区域

延 長 7.53メートル

幅 員 0.58メートルから

0.68メートルまで

面 積 4.79平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月５日

◎世田谷区告示第787号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

13－Ｄ481－03

２ 変更の区間

世田谷区野沢二丁目72番３の内

３ 変更の区域

延 長 2.44メートル

幅 員 0.07メートルから

0.10メートルまで

面 積 0.21平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月５日

◎世田谷区告示第788号

車両制限令（昭和36年政令第265号）第

５条第１項の規定に基づき、自動車の交通

量が極めて少ないと認める特別区道を次の

とおり指定するので、車両の通行の許可の

手続等を定める省令（昭和36年建設省令第

28号）第５条第１項の規定により告示する。

この関係図面は、令和４年10月６日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。

令和４年10月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 路線名

特別区道

２ 指定区間

世田谷区世田谷四丁目26番先から

世田谷四丁目25番先まで

３ 指定年月日

令和４年10月６日

◎世田谷区告示第789号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 供用開始の区間

世田谷区北沢三丁目571番15

３ 供用開始の区域

延 長 13.38メートル

幅 員 0.96メートルから

1.10メートルまで

面 積 14.83平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月７日

◎世田谷区告示第790号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2902号

２ 指定年月日 令和４年10月６日

３ 指定の位置 世田谷区喜多見三丁目

4252番１の一部及び42

52番８の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 14.33メートル

６ 申請者氏名 石井 勇

◎世田谷区告示第791号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区下馬六丁目51番82地先無

番

３ 変更の区域

延 長 7.30メートル

幅 員 1.22メートル

面 積 8.95平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月７日

◎世田谷区告示第792号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。

この関係図面は、令和４年10月７日から

令和４年11月21日 （第740号）
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15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

13－Ｇ112

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区下馬六丁目51番６地

先無番から51番45地先無番ま

で

（新）世田谷区下馬六丁目51番６地

先無番から51番39地先無番ま

で

３ 廃止の期日

令和４年10月７日

◎世田谷区告示第793号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。

この関係図面は、令和４年10月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

13－Ｇ112－01

２ 指定する起終点

世田谷区下馬六丁目51番47地先無

番から51番45地先無番まで

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第794号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区喜多見六丁目2781番５地

先無番から2781番４地先無番まで

３ 変更の区域

延 長 19.39メートル

幅 員 0.66メートル

面 積 12.82平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月11日

◎世田谷区告示第795号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。

この関係図面は、令和４年10月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

45－Ｇ220

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区喜多見六丁目2781番

２地先無番から2781番１地先

無番まで

（新）世田谷区喜多見六丁目2781番

２地先無番から2781番１地先

無番まで

３ 廃止の期日

令和４年10月11日

◎世田谷区告示第796号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和４年10月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ファミリーケア

心の家久が原

２ 事業所の所在地 東京都大田区久

が原一丁目28番

２号

３ 事業者の名称 株式会社ライト

サンズグループ

４ 廃止届受理年月日 令和４年９月30

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第797号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法

（平成７年法律第39号）第３条第１項の規

定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路

を指定したので、同条第４項の規定により、

次のとおり公示する。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 整理番号

40－１

２ 指定年月日

令和４年10月14日

３ 指定区間

世田谷区世田谷四丁目21番先

４ 指定区域

延 長 150.79メートル

幅 員 0.00メートルから

6.12メートル

面 積 421.20平方メートル

◎世田谷区告示第798号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原六丁目311番16から

311番８の内まで

３ 変更の区域

延 長 16.81メートル

幅 員 0.17メートル

面 積 2.97平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月14日

◎世田谷区告示第799号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

58－１

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷四丁目1125番２

３ 変更の区域

延 長 30.03メートル

幅 員 0.56メートルから

0.64メートルまで

面 積 19.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月14日

◎世田谷区告示第800号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区駒沢二丁目88番６の内か

ら88番12の内まで

３ 変更の区域

延 長 13.42メートル

幅 員 0.09メートルから

0.11メートルまで

面 積 1.46平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月14日

◎世田谷区告示第801号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

31－８

２ 変更の区間

世田谷区大原一丁目1124番102の

内

３ 変更の区域

延 長 6.59メートル

幅 員 0.16メートルから

令和４年11月21日 （第740号）
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0.17メートルまで

面 積 1.15平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月14日

◎世田谷区告示第802号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬三丁目856番８の内

３ 変更の区域

延 長 9.73メートル

幅 員 0.62メートルから

0.63メートルまで

面 積 6.29平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月14日

◎世田谷区告示第803号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ318－04

２ 変更の区間

世田谷区北沢三丁目913番59の内

３ 変更の区域

延 長 12.58メートル

幅 員 0.40メートルから

0.41メートルまで

面 積 5.16平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月14日

◎世田谷区告示第804号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区駒沢二丁目59番16の内

３ 変更の区域

延 長 6.56メートル

幅 員 0.16メートルから

0.17メートルまで

面 積 1.10平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月17日

◎世田谷区告示第805号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｄ197－04

２ 変更の区間

世田谷区太子堂五丁目163番９の

内

３ 変更の区域

延 長 10.00メートル

幅 員 0.60メートルから

0.75メートルまで

面 積 6.77平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月17日

◎世田谷区告示第806号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区成城五丁目607番10から

607番８まで

３ 変更の区域

延 長 24.77メートル

幅 員 0.11メートル

面 積 2.86平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月18日

◎世田谷区告示第807号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代田一丁目369番13の内

から369番18の内まで

３ 変更の区域

延 長 17.42メートル

幅 員 0.17メートルから

0.36メートルまで

面 積 5.82平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月18日

◎世田谷区告示第808号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区成城三丁目1285番４の内

３ 変更の区域

延 長 20.96メートル

幅 員 0.56メートルから

0.65メートルまで

面 積 12.60平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月18日

◎世田谷区告示第809号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

43－10

２ 変更の区間

世田谷区岡本一丁目1264番23

３ 変更の区域

延 長 11.87メートル

幅 員 1.00メートル

面 積 11.88平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月19日

◎世田谷区告示第810号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区梅丘一丁目1447番15の内

３ 変更の区域

延 長 9.91メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 6.27平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月19日

令和４年11月21日 （第740号）
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◎世田谷区告示第811号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷三丁目39番33の

内

３ 変更の区域

延 長 8.75メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 5.59平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月19日

◎世田谷区告示第812号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和４年10月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第813号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第814号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 経堂リハビリデ

イサービス

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

宮坂三丁目20番

３－102号

３ 事業者の名称 有限会社コスモ

・リバース

４ 廃止届受理年月日 令和４年８月29

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第815号

行旅死亡人があったので、行旅病人及行

旅死亡人取扱法（明治32年法律第93号）第

９条の規定により、次のとおり告示する。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

本籍・住所不詳、氏名不詳、年齢70歳代

位の女性、身長152センチメートル、中肉、

白髪茶色染め、髪の長さ頭頂部25センチメー

トル、鼻右下にいぼ、鼻周辺にそばかす。

上記の者は令和２年３月12日午後９時０

分、東京都世田谷区駒沢公園１番１号都立

駒沢オリンピック公園チリリン広場で発見

されました。身元不明のため、遺体は火葬

し、遺骨は保管してあります。心当たりの

ある方は、世田谷区保健福祉政策部生活福

祉課まで申し出てください。

◎世田谷区告示第816号

行旅死亡人があったので、行旅病人及行

旅死亡人取扱法（明治32年法律第93号）第

９条の規定により、次のとおり告示する。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

本籍・住所不詳、氏名不詳、年齢40歳位

の男性、身長168センチメートル位、中肉、

髪普通白髪混じり、右下腹部に約５センチ

メートル位の手術痕、着衣緑色チェック柄

シャツ、灰色Ｔシャツ、黒色ズボン、灰色

ボクサーパンツ、灰色靴下、灰色スニーカー、

所持品肩掛けバッグ、衣類、眼鏡２個、鍵

４本、黒色スポーツウォッチ、懐中電灯、

地図。

上記の者は令和２年10月18日午後８時34

分、東京都世田谷区松原一丁目58番京王線

代田橋４号踏切内において死亡しました。

身元不明のため、遺体は火葬し、遺骨は保

管してあります。心当たりのある方は、世

田谷区保健福祉政策部生活福祉課まで申し

出てください。

◎世田谷区告示第817号

令和４年10月21日世田谷区議会において

認定された次の決算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第233条第６項の規

定に基づき別添のとおり公表する。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 令和３年度世田谷区一般会計歳入歳

出決算

２ 令和３年度世田谷区国民健康保険事

業会計歳入歳出決算

３ 令和３年度世田谷区後期高齢者医療

会計歳入歳出決算

４ 令和３年度世田谷区介護保険事業会

計歳入歳出決算

５ 令和３年度世田谷区学校給食費会計

歳入歳出決算

別添省略

◎世田谷区告示第818号

令和４年10月21日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

令和４年度世田谷区一般会計補正予算

（第４次）

別添省略

◎世田谷区告示第819号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ104

２ 区間

世田谷区大蔵六丁目32番４地先無

番から37番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年10月24日

◎世田谷区告示第820号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ105

２ 区間

世田谷区大蔵六丁目65番１地先無

番から64番２地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年10月24日

◎世田谷区告示第821号

区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ322

２ 区間

世田谷区大蔵六丁目5000番20の内

３ 用途

区管理水路

◎世田谷区告示第822号

区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Ｚ323

２ 区間

世田谷区大蔵六丁目5000番20の内

から鎌田四丁目5000番24の内まで

令和４年11月21日 （第740号）
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３ 用途

区管理水路

◎世田谷区告示第823号

区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

45－Z324

２ 区間

世田谷区大蔵六丁目5000番20の内

３ 用途

区管理水路

◎世田谷区告示第824号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｄ182－04

２ 変更の区間

世田谷区羽根木一丁目991番17の

内

３ 変更の区域

延 長 16.86メートル

幅 員 0.09メートルから

0.22メートルまで

面 積 2.01平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月24日

◎世田谷区告示第825号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜二丁目614番５の内か

ら614番６まで

３ 変更の区域

延 長 10.45メートル

幅 員 0.00メートルから

0.43メートルまで

面 積 2.55平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月24日

◎世田谷区告示第826号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項及び第115条の12第１項の

規定により指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業

者を指定したので、同法第78条の11第１号

及び第115条の20第１号の規定により告示

する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 グループホームた

のしい家喜多見

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区喜

多見四丁目９番15

号

３ 事業者の名称 株式会社ケア21

４ 指定年月日 令和４年11月１日

５ サービスの種類 認知症対応型共同

生活介護及び介護

予防認知症対応型

共同生活介護

◎世田谷区告示第827号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ノースポールの

ケア介護

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

駒沢一丁目13番

12号駒沢タカシ

ビル505

３ 事業者の名称 株式会社ノース

ポールのケア介

護

４ 廃止届受理年月日 令和４年10月11

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第828号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 リベルタ池上

２ 事業所の所在地 東京都大田区池

上四丁目９番７

号リッシェル池

上１Ｆ

３ 事業者の名称 株式会社リベー

ル

４ 廃止届受理年月日 令和４年10月13

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第829号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

30－13

２ 変更の区間

世田谷区世田谷一丁目247番20の

内

３ 変更の区域

延 長 14.50メートル

幅 員 0.20メートルから

0.21メートルまで

面 積 3.07平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月25日

◎世田谷区告示第830号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

46－１

２ 変更の区間

世田谷区代沢一丁目92番83から92

番81まで

３ 変更の区域

延 長 18.87メートル

幅 員 0.12メートルから

0.13メートルまで

面 積 2.39平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月25日

◎世田谷区告示第831号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和４年10月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ななほしケアス

テーション

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

奥沢六丁目22番

14号自由が丘ハ

イム101号室

３ 事業者の名称 株式会社星明

４ 廃止届受理年月日 令和４年10月７

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第832号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月26日

令和４年11月21日 （第740号）
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世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区北沢五丁目755番15の内

世田谷区北沢五丁目752番14の内

３ 変更の区域

延 長 6.05メートル

幅 員 0.10メートルから

0.15メートルまで

面 積 0.76平方メートル

延 長 7.57メートル

幅 員 0.13メートルから

0.17メートルまで

面 積 1.10平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月26日

◎世田谷区告示第833号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区新町一丁目207番７から

207番19まで

３ 変更の区域

延 長 14.59メートル

幅 員 1.09メートル

面 積 15.89平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月26日

◎世田谷区告示第834号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したの

で、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、当該都

市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和４年10月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画生産緑地地区

２ 都市計画を定める土地の区域

削除する部分

世田谷区赤堤二丁目、桜上水二

丁目、等々力七丁目、中町二丁目、

中町三丁目、瀬田二丁目、千歳台

二丁目、千歳台三丁目、喜多見一

丁目、喜多見三丁目、喜多見四丁

目、喜多見五丁目、南烏山二丁目

及び上用賀六丁目各地内

追加する部分

世田谷区等々力四丁目、成城四

丁目、喜多見九丁目、上祖師谷二

丁目、上祖師谷四丁目、北烏山四

丁目、上祖師谷六丁目、千歳台二

丁目、砧六丁目及び給田三丁目各

地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区告示第835号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。

この関係図面は、令和４年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

22－Ｇ028－02

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区上北沢一丁目727番

６地先無番から675番27まで

（新）世田谷区上北沢一丁目727番

６地先無番から680番８地先

無番まで

３ 廃止の期日

令和４年10月28日

◎世田谷区告示第836号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区喜多見八丁目2351番６地

先無番から2270番１地先無番まで

３ 変更の区域

延 長 147.61メートル

幅 員 2.43メートルから

3.00メートルまで

面 積 404.85平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月28日

◎世田谷区告示第837号

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

44－Ｚ040

44－Ｚ042

２ 区間

世田谷区喜多見八丁目2266番６地

先無番から2270番１地先無番まで

世田谷区喜多見八丁目2328番６地

先無番から2294番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年10月28日

◎世田谷区告示第838号

区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

44－Ｚ050

２ 区間

世田谷区喜多見八丁目2328番６地

先無番から2351番６地先無番まで

３ 用途

区管理水路

◎世田谷区告示第839号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代沢一丁目78番10の内

世田谷区代沢一丁目78番10の内

３ 変更の区域

延 長 13.09メートル

幅 員 0.69メートル

面 積 9.08平方メートル

面 積 2.05平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月28日

◎世田谷区告示第840号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 供用開始の区間

世田谷区野沢二丁目72番62

３ 供用開始の区域

延 長 15.37メートル

幅 員 2.08メートルから

2.32メートルまで

面 積 33.40平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月28日

令和４年11月21日 （第740号）
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◎世田谷区告示第841号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 供用開始の区間

世田谷区野沢二丁目72番60

３ 供用開始の区域

延 長 1.82メートル

幅 員 2.33メートルから

2.36メートルまで

面 積 4.29平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月28日

◎世田谷区告示第842号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区瀬田五丁目193番27

３ 供用開始の区域

延 長 36.95メートル

幅 員 0.99メートル

面 積 36.95平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月31日

◎世田谷区告示第843号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜新町一丁目415番１の

内

３ 変更の区域

延 長 9.07メートル

幅 員 0.06メートルから

0.12メートルまで

面 積 0.87平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月31日

◎世田谷区告示第844号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり指定の変更をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定変更番号 第2904号

２ 指定変更年月日 令和４年10月28日

３ 指定変更の位置 世田谷区桜新町二

丁目512番５の一

部

４ 道路の幅員 0.00～1.00メート

ル

５ 道路の延長 10.66メートル

６ 申請者氏名 宮﨑 美枝子

◎世田谷区告示第845号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

61－２

２ 変更の区間

世田谷区上北沢一丁目681番42

３ 変更の区域

延 長 8.30メートル

幅 員 0.72メートル

面 積 6.05平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月31日

◎世田谷区告示第846号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年10月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

55－11

２ 変更の区間

世田谷区千歳台一丁目９番15の内

３ 変更の区域

延 長 11.04メートル

幅 員 0.17メートル

面 積 1.90平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年10月31日

◎世田谷区告示第847号

次の世田谷区立区民センターは、令和４

年11月１日から令和５年１月12日まで、そ

の供用を中止する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称

世田谷区立桜丘区民センター

２ 位 置

東京都世田谷区桜丘五丁目14番１

号

◎世田谷区告示第848号

次の世田谷区立地区会館は、令和４年11

月１日から令和５年３月12日まで、その供

用を中止する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称

世田谷区立世田谷地区会館

２ 位 置

東京都世田谷区世田谷二丁目25番

10号

◎世田谷区告示第849号

次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称 世田谷区立瀬田

農業公園

２ 位 置 東京都世田谷区

瀬田五丁目30番

１号

３ 区 域 別紙案内図のと

おり

４ 変 更 の 期 日 令和４年10月31

日

別紙省略

公 告

◎世田谷区公告第78号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第20条第

１項の規定による都市計画の図書の写しの

送付を受けたので、同法第21条第２項にお

いて準用する同法第20条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画用途地域

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第79号

屋外広告物法（昭和24年法律第189号）

第７条第４項の規定に基づき除却した屋外

広告物等を別紙のとおり保管しているので

公告する。

令和４年10月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区公告第80号

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況

について、住民基本台帳法（昭和42年法律

第81号）第11条第３項及び第11条の２第12

項の規定に基づき、別紙のとおり公表する。

令和４年10月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

令和４年11月21日 （第740号）
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◎世田谷区公告第81号

屋外広告物法（昭和24年法律第189号）

第７条第４項の規定に基づき除却した屋外

広告物等を別紙のとおり保管しているので

公告する。

令和４年10月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区公告第82号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第20条第

１項の規定による都市計画の図書の写しの

送付を受けたので、同法第21条第２項にお

いて準用する同法第20条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画住宅市街地の開発整

備の方針

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第83号

公開による意見の聴取の開催につい

て

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

48条第１項ただし書の規定による許可申請

があったので、同条第15項の規定に基づき

次のように公開による意見の聴取（以下

「公聴会」という。）を行います。

利害関係のある方は、この公聴会におい

て意見を述べることができます。なお、意

見のある方で、当日に出席できない方は、

公聴会前日までに都市整備政策部建築調整

課へ意見の要旨を提出してください。

令和４年10月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 公聴会を行う日時

令和４年10月21日（金曜日）午前

10時00分から

２ 公聴会を行う場所

東京都世田谷区給田一丁目１番１

号

Ｄａｉ―ｉｃｈｉ Ｌｉｆｅ Ｃ

ＬＵＢＨＯＵＳＥ２階

３ 公聴会を行う理由

別紙の建築許可をするため

別紙省略

◎世田谷区公告第84号

世田谷区立健康増進・交流施設条例（平

成24年３月世田谷区条例第８号）第20条第

４項の規定により、世田谷区立健康増進・

交流施設の指定管理者を指定したので、同

条第５項の規定により次のとおり公告する。

令和４年10月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第85号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

86条の５第２項の規定により認定を取り消

した建築物について、同条第４項の規定に

より次のとおり公告する。

令和４年10月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定取消年月日及び認定取消番号

令和４年10月５日付第Ｒ04認定00

25号

２ 一団地の区域（地名地番）

世田谷区給田三丁目944番１及び

944番11

３ 建築物の名称

給田北住宅

◎世田谷区公告第86号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

86条の５第２項の規定により認定を取り消

した建築物について、同条第４項の規定に

より次のとおり公告する。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定取消年月日及び認定取消番号

令和４年８月15日付第Ｒ04認定00

19号

２ 一団地の区域（地名地番）

世田谷区上用賀四丁目73番１、２、

３、４及び５、74番２、５及び678

番１、２、３及び４、79番１、２及

び３

３ 建築物の名称

（仮称）世田谷区用賀住宅

４ 認定を取り消した認定番号及び認定

年月日

認定番号 第Ｓ51認定0003号

認定年月日 昭和51年11月８日

◎世田谷区公告第87号

予防接種法（昭和23年法律第68号）附則

第７条第１項の規定に基づき実施する新型

コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接

種について、実施内容を次のとおり変更し

たので公告する。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 予防接種の種類

新型コロナウイルス感染症に係る

予防接種

２ 予防接種の対象者

世田谷区内に居住する生後６月以

上の者

３ 予防接種を行う期間

令和４年10月21日から令和５年３

月31日まで

４ 予防接種を行う場所

世田谷区内の指定施設及び指定医

療機関

５ 予防接種を行う医師の氏名

前項に規定する指定医療機関にお

いて掲示するもの

６ 使用するワクチン及び当該ワクチン

の接種を受けることができる者

別紙のとおり

７ 予防接種を受けることが適当でない

者

当該予防接種に相当する予防接種

を受けたことのある者で当該予防接

種を行う必要がないと認められる者

明らかな発熱を呈している者

重篤な急性疾患にかかっているこ

とが明らかな者

当該予防接種の接種液の成分によっ

てアナフィラキシーを呈したことが

あることが明らかな者

前各号に掲げる者のほか、予防接

種を行うことが不適当な状態にある

者

８ 接種の判断を行うに際して注意を要

する者

心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓

疾患、血液疾患、発育障害等の基礎

疾患を有する者

予防接種で接種後２日以内に発熱

のみられた者及び全身性発疹等のア

レルギーを疑う症状を呈したことが

ある者

過去にけいれんの既往のある者

過去に免疫不全の診断がされてい

る者及び近親者に先天性免疫不全症

の者がいる者

接種しようとする接種液の成分に

対してアレルギーを呈するおそれの

ある者

バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム

（ラテックス）が含まれている製剤

を使用する場合におけるラテックス

過敏症のある者

別紙

新型コロナウイルス感染症に係る予防接

種において使用するワクチン及び当該ワク

チンの接種を受けることができる者

新型コロナウイルス感染症に係る予防接

種において使用するワクチン及び当該ワク

チンの接種を受けることができる者は、次

のとおりとする。

１ 初回接種（予防接種実施規則（昭和

33年厚生省令第27号。以下「省令」と

いう。）附則第７条第１項に規定する

初回接種をいう。以下同じ。）

次の表の左欄に掲げるワクチンを使

用し、各ワクチンの接種を受けること

令和４年11月21日 （第740号）
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施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区立健康増進・交流

施設

株式会社オーエンス 東京都中央区銀座四丁目12

番15

令和５年４月１日から

令和10年３月31日まで
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ができる者は、それぞれ対象者（世田

谷区内に居住する生後６月以上の者を

いう。以下同じ。）のうち同表の右欄

に掲げる者（既に第一期追加接種（省

令附則第８条第１項に規定する第一期

追加接種をいう。以下同じ。）、第二期

追加接種（省令附則第９条第１項に規

定する第二期追加接種をいう。以下同

じ。）又は令和四年秋開始接種（省令

附則第10条第１項に規定する令和四年

秋開始接種をいう。以下同じ。）を受

けたものを除く。）とする。

２ 第一期追加接種

次の表の左欄に掲げるワクチンを使用

し、各ワクチンの接種を受けることがで

きる者は、それぞれ対象者のうち同表の

右欄に掲げる者（既に第二期追加接種又

は令和四年秋開始接種を受けたものを除

く。）とする。

３ 第二期追加接種

次の表の左欄に掲げるワクチンを使用

し、各ワクチンの接種を受けることがで

きる者は、それぞれ対象者のうち同表の

右欄に掲げる者（既に令和四年秋開始接

種を受けたものを除く。）とする。

４ 令和四年秋開始接種

次の表の左欄に掲げるワクチンを使用

し、各ワクチンの接種を受けることがで

きる者は、それぞれ対象者のうち同表の

右欄に掲げる者とする。

◎世田谷区公告第88号

世田谷区立スカイキャロット展望ロビー

条例（平成28年12月世田谷区条例第57号）

第７条第４項の規定により、世田谷区立ス

カイキャロット展望ロビーの指定管理者を

指定したので、同条第５項の規定により次

のとおり公告する。

令和４年10月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第89号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第90号

生産緑地法（昭和49年法律第68号。以下

「法」という。）第10条の２第１項の規定に

よる特定生産緑地の指定及び法第10条の６

第１項の規定による特定生産緑地の指定の

解除をしたので、法第10条の２第４項及び

生産緑地法施行規則（昭和49年建設省令第

11号）第７条の規定並びに法第10条の６第

２項において準用する法第10条の２第４項

の規定により、別紙のとおり公告する。

令和４年11月21日 （第740号）
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コロナウイルス修飾ウリジン

ＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２）（令和３年２月

14日にファイザー株式会社が

医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に

関する法律（昭和35年法律第

145号。以下「法」という。）

第14条の承認を受けたものに

限る。以下「ファイザー（従

来型）」という。）

12歳以上

の者

コロナウイルス修飾ウリジン

ＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２）（令和３年５月

21日に武田薬品工業株式会社

が法第14条の承認を受けたも

のであって、イムエラソメラ

ンを含まないものに限る。以

下「モデルナ（従来型）」と

いう。）

12歳以上

の者

コロナウイルス修飾ウリジン

ＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２）（令和４年１月

21日にファイザー株式会社が

法第14条の承認を受けたもの

のうち、最初に当該承認を受

けたものに限る。以下「ファ

イザー（５歳～11歳用）」と

いう。）

１回目の

接種時に

おいて５

歳以上12

歳未満の

者

組換えコロナウイルス（ＳＡ

ＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン

（令和４年４月19日に武田薬

12歳以上

の者

品工業株式会社が法第14条の

承認を受けたものに限る。以

下「ノババックス」という。）

コロナウイルス修飾ウリジン

ＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２）（令和４年10月

５日にファイザー株式会社が

法第14条の承認を受けたもの

に限る。）

１回目の

接種時に

おいて生

後６月以

上５歳未

満の者

ファイザー（従来型） 12歳以上の者

モデルナ（従来型） 18歳以上の者

ファイザー（５歳～

11歳用）

５歳以上12歳未満

の者

ノババックス 18歳以上の者

ファイザー

（従来型）

18歳以上の者（18歳以上60

歳未満の者にあっては、基

礎疾患（新型コロナウイル

ス感染症に係る予防接種の

実施に関する手引き第２章

２ アの表１（以下「手引

き表１」という。）に規定

する基礎疾患をいう。）を

有するものその他新型コロ

ナウイルス感染症にかかっ

た場合の重症化リスクが高

いと医師が認めるもの（以

下「基礎疾患を有する者等」

という。）並びに医療従事

者等（手引き表１に掲げる

医療従事者等をいう。以下

同じ。）及び高齢者施設等

の従事者（手引き表１に掲

げる高齢者施設等の従事者

をいう。以下同じ。）に限

る。）

モ デ ル ナ

（従来型）

18歳以上の者（18歳以上60

歳未満の者にあっては、基

礎疾患を有する者等並びに

医療従事者等及び高齢者施

設等の従事者に限る。）

コロナウイルス修飾ウリジン

ＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２）（令和３年５月

21日に武田薬品工業株式会社

が法第14条の承認を受けたも

のであって、エラソメラン及

びイムエラソメランを含むも

のに限る。）

18歳以上

の者

コロナウイルス修飾ウリジン

ＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２）（令和４年１月

21日にファイザー株式会社が

法第14条の承認を受けたもの

（ファイザー（５歳～11歳用）

を除く。）であって、トジナ

メラン及びリルトジナメラン

又はトジナメラン及びファム

トジナメランを含むものに限

る。）

12歳以上

の者

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

喜多見四丁目

3520番１

3520番７

3520番８

3520番８先無番

3521番２

3522番２

3522番９

東京都世田谷区

喜多見四丁目９番11

号

出竹 彰

東京都千代田区

飯田橋三丁目13番１

号

大和ハウス工業株式

会社

支配人 更科 雅俊

施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区立スカイキャロッ

ト展望ロビー

株式会社ホテルオーク

ラエンタープライズ

東京都港区虎ノ門二丁目10

番４号

令和５年４月１日から

令和10年３月31日まで
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なお、関係図書は、世田谷区都市整備政

策部都市計画課において公衆の縦覧に供す

る。

令和４年10月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区公告第91号

東京都収用委員会から、土地収用法（昭

和26年法律第219号）第42条第１項の規定

による裁決申請書及びその添付書類の写し

並びに同法第47条の４第１項の規定による

書類の写しの送付を受けたので、同法第42

条第２項の規定及び同法第47条の４第２項

において準用する同法第42条第２項の規定

により、次のとおり公告し、当該書類を公

衆の縦覧に供する。

令和４年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 起業者の名称

東京都

２ 事件名

令和４年第13号及び令和４年第13

号の２

東京都市計画道路事業補助線街路

第26号線のための土地収用事件

３ 収用しようとする土地の所在、地番

及び地目

東京都世田谷区北沢四丁目603番

13 宅地

４ 縦覧場所

世田谷区道路・交通計画部道路計

画課

５ 縦覧期間

令和４年10月31日から同年11月14

日まで

告 示（教）

◎世田谷区教育委員会告示第５号

世田谷区教育委員会公印規程（平成４年

３月世田谷区教育委員会告示第１号）の一

部を次のように改正する。

令和４年10月21日

世田谷区教育委員会

別表３の部から５の部までを次のように

改める。

規 則（区議会）

次に掲げる規則を公布する。

令和４年10月25日

世田谷区議会議長 下 山 芳 夫

世田谷区議会規則第１号

世田谷区議会会議規則の一部を改正する

規則

◎議員提出議案第７号

世田谷区議会会議規則の一部を改正する規則

上記の議案を提出する。

令和４年10月21日

提出者 世田谷区議会議員 山口 ひろひさ

青 空 こうじ 阿久津 皇 あ べ 力 也 石 川 ナオミ

いそだ 久美子 いたい ひとし 江口 じゅん子 大 庭 正 明

岡 本 のぶ子 おぎの けんじ 加 藤 たいき 金 井 えり子

神 尾 り さ 上 川 あ や 上島 よしもり 河 村 みどり

くりはら 博之 小 泉 たま子 河 野 俊 弘 桜 井 純 子

佐 藤 ひろと 佐 藤 美 樹 宍 戸 三 郎 菅 沼 つとむ

そのべ せいや 高岡 じゅん子 たかじょう訓子 高 橋 昭 彦

田 中 みち子 田 中 優 子 津 上 仁 志 つるみ けんご

中 里 光 夫 中 塚 さちよ 中 村 公太朗 中 山 みずほ

畠 山 晋 一 羽 田 圭 二 ひうち 優 子 ひえしま 進

平 塚 けいじ 福 田 たえ美 藤 井 ま な 真鍋 よしゆき

桃 野 芳 文 和田 ひでとし

世田谷区議会議長

下 山 芳 男 様

（説明） オンラインによる方法を用いて参加することを認める委員会の開会に係る

規定を整備する必要があるので、本案を提出する。

世田谷区議会会議規則の一部を改正

する規則

世田谷区議会会議規則（昭和52年３月世

田谷区議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。

第85条第１項中「出席委員」の次に

「（世田谷区議会委員会条例（昭和40年４月

世田谷区条例第28号）第12条の２第１項に

規定するオンラインによる方法（以下「オ

ンラインによる方法」という。）を用いて

委員会に参加した委員を含む。以下この章

において同じ。）」を加える。

第107条に次の１項を加える。

２ 世田谷区議会委員会条例第12条の２第

２項及び第３項の規定は、前項の規定に

より出席を求められた者について準用す

る。

第118条中「委員」の次に「（オンライン

による方法を用いて委員会に参加している

委員を除く。）」を加える。

附 則

この規則は、令和４年11月１日から施行

する。

告 示（監）

◎世田谷区監査委員告示第６号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和４年10月18日

世田谷区監査委員 田 中 文 子

同 中 根 秀 樹

同 上 島 義 盛

同 河 村 みどり

令和４年11月21日 （第740号）
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３ 世田谷区教育委員会教育長

印

１ 同 同 一般文書用 教育総務課長

２ 同 同 生涯学習・地域学校連携事務

用

生涯学習・地域学

校連携課長

４ 世田谷区教育委員会教育長

代理印

同 同 一般文書用 教育総務課長

５ 世田谷区教育委員会事務局

印

同 方30ミリメートル 同
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